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事
業
者
は

妻
の
嘉
開
発
帝
、
要
望
書
に
文
書
回
答

秦
野
市
渋
沢
の
ル
鄭
鉢

山
（
3
1
9
㍍
）
南
面
区

域
で
の
大
規
模
等
園
開
発

間
層
で
、
「
霊
園
の
開
発

事
業
者
は
市
条
例
で
認
め

ら
れ
て
い
な
い
株
式
会

盤
と
指
摘
し
た
市
民
グ

ル
ー
プ
に
対
し
、
同
市
が

「
事
業
者
は
（
霊
園
経
営

が
寵
め
ら
れ
て
い
る
）
公

益
財
団
法
人
」
と
す
る
見

解
を
示
し
た
。
市
民
グ
ル

ー
プ
が
鍵
出
し
た
開
発
都

可
の
差
し
止
め
要
望
書
に

文
書
で
回
答
し
た
。

善
し
止
め
を
求
め
た

「
渋
沢
丘
陵
を
考
え
る
会
」

に
よ
る
と
、
霊
園
開
発
の

美
質
的
事
業
者
は
造
園
や

墓
石
販
売
な
ど
を
手
掛
け

る
湘
南
地
域
の
株
式
会

社
。
同
社
は
1
9
9
9
～

2
0
0
3
年
に
か
け
、
鱒

元
説
明
会
や
既
設
の
霊
園

見
学
会
を
開
い
た
ほ
か
、

市
に
対
し
て
も
霊
園
開
発

の
説
明
を
行
っ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
鋸
年
に
同
市

公
園
み
ど
り
課
が
ま
と
め

た
霊
園
計
画
の
概
要
倉
）

で
は
、
藁
主
体
を
株
式

会
社
で
賢
く
同
社
会
長

が
設
立
を
予
定
す
る
「
公

益
財
団
法
人
『
相
模
メ
モ

リ
ア
ル
パ
ー
ク
≡
　
（
愛

川
町
）
と
明
記
。
市
墓
地

条
例
で
は
墓
地
の
経
営
行

為
は
原
則
、
地
方
公
共
団

体
や
宗
教
法
人
、
公
益
琴

人
な
ど
に
限
ら
れ
、
′
株
式

会
社
に
は
認
め
ら
れ
て
お

ら
ず
、
解
年
3
月
に
は
法

人
が
正
式
に
事
業
者
と
し

て
市
に
居
け
出
た
。
．

霊
園
開
発
予
定
地
周
辺

は
7
0
年
代
初
め
、
大
事
建

設
会
社
が
用
地
を
買
喝

約
年
に
は
建
設
会
社
が
甲

地
管
理
会
社
を
設
立
し
て

所
有
権
を
移
し
た
。
さ
ら

に
0
1
年
に
は
、
由
地
管
理

会
社
が
株
式
会
社
の
所
在

地
に
移
転
し
、
0
6
年
に
霊

園
開
発
予
定
堪
（
約
1
9
・

鼻
）
と
周
辺
の
土
地
を

買
収
し
た
。
こ
れ
ら
の
土

地
砂
嚢
現
在
、
株

式
会
社
と
同
社
役
員
の
名

義
に
な
っ
て
い
る
。

考
え
る
会
は
「
用
地
買

収
・
計
画
推
進
は
株
式
会

社
で
あ
り
、
市
が
同
社
の
ノ

同
条
例
違
反
を
容
認
し
て

き
た
L
な
ど
と
毒
南

は
蜜
葺
で
「
牽
啄
霊

監
巽
重
毎
阻
用
地
取

得
を
民
間
企
業
に
委
託
す

る
こ
と
を
決
め
、
■
9
5
年
に

株
式
会
社
と
契
約
を
交
わ

し
た
。
同
社
は
契
約
に
基

づ
き
用
地
の
先
行
取
得
を

行
サ
て
お
り
、
事
業
主
体

は
当
初
か
ら
法
人
」

静
養
。
㍉
∴

考
え
る
会
メ
ン
バ
ー
は

「
株
式
会
社
が
法
人
の
名

前
で
開
発
を
進
め
て
き
た

の
は
明
ら
か
。
市
も
知
ら

な
か
っ
た
で
は
済
ま
さ
れ

な
い
」
と
批
判
し
て
い
る
。

【高橋和夫】〉


